
 

 

 

家畜衛生だより 
 
 
 
 
 

養豚場で敷料として使われる「籾殻」が、豚熱ウイルスを媒介する野生

動物の誘因となる可能性があります。 
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敷料の適切な管理を！ 

【実例】 

集積された籾殻の中から、豚熱に感染したイノシシの死体が発見され、 

その籾殻が養豚場に持ち込まれた。 

豚熱発生農場において、保管されている敷料の籾殻が野生動物の誘因 

となっていると疑われた。 

保管場所や集積所で野生動物の痕跡を発見した場合は・・・ 

敷料搬入の中止、農場内の消毒、家畜保健衛生所への連絡をお願いします。 

敷料の保管場所や集積所において、 

適切な野生動物侵入防止対策を実施しましょう！ 
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